
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  通勤手当の取扱い                     

Ｑ：通勤手当の非課税限度額が改正になっ

ていますが、以前のままで計算していました。

どうしたらいいですか？                                  

                                              

Ａ：還付請求することになります。 

【解説】 

通勤手当の非課税限度額は、平成28年度の

税制改正で10万円から15万円に引き上げられ

ました。 

この取扱いは、平成28年１月１日以後に支

払われるべき通勤手当について適用されます

が、この改正が施行されたのが平成28年４月

１日ですから、それまでの３月31日までに支

給した通勤手当や施行日以後に旧規定により

支給した通勤手当について、改正後の非課税

規定を適用した場合に過納になるという場合

には、次のように取り扱われます。 

 ①平成27年12月31日までに支払われるべき通

勤手当を平成28年１月１日以後に支給したも

の･･･改正前の取扱いが適用されますので精

算はありません。 

 ②平成28年１月１日から３月31日までに支払

われるべき通勤手当で３月31日までに支給し

たもの･･･改正後の取扱いが適用されますの

で精算が必要ですがこの場合の精算は年末調

整で行います。 

 ③平成28年４月１日以後に支給したもの･･･

改正後の取扱いが適用されますが、この場合

には年末調整で精算を行わず、還付請求を行

うことで精算を行います。 
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